
町、l

再

大
川
閥
単
六
崎
町
一
4
二
国
'
言
綱
同
値
物
語
可
内
ゆ
暗
-
阿
-
闘
健
仔
u

ゆ拠卵

曾字減等経学大関帝都京
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巷五十二寄書事開

捨

刷

越

設

公
議
囲
糟
の
課
税

マ
ル
ク
ス
の
農
業
拙
労
働
者
ね
見
岬

E
ル
の
エ
ソ
ロ
ヂ

1
論一

時

間

捨

棚

上

海

中

立

に

闘

す

る

一

考

察

-

抱

肌

古

畑

宗
門
人
別
攻
制
度
の
泊
平
-
.

工

業

分

布

論

に

闘

す

る

文

献

・

鮮

日

噛

錦

帥

叩

精
紳
労
働
有
ご
捕
逸
所
得
税
法

硝
逸
都
市
将
来
合
白
倒
車
交
通
・

2
楠
山
中
士

ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
州
都
清
授
捷
階
段
説
制
掛
川
帥
土

京
都
信
岡
大
事
経
済
胤
平
合
大
曾
記
事

花山叫

A
F

闘
情
整
理
詫
帝
時
川
命
汁
油
田
巾
改
正
・
不
此
住
宅
地
困
改
止
出
・
主
岨
民
党
憎
山
市
訓
売
香
川
凡
合
出
・
土
地
民
党
情

持
剖
茸
帯
民
合
北
施
行
訓
則

法

争

博

士

法

市

博

士

丸
町
午
博
士

辛子哩聖日-1'司-~ &事=三軍日 E召

法

制

博

士

制
問
川
巾
ナ

制

的

棋

士

出
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佳

令
涜

4岳、
v 

国
債
整
理
基
金
持
別
曾
計
法
中
改
正

法
律
第
四
班
(
昭
和
ニ
年
三
月
二
十
九
日
)

第
三
酷
J

ニ
園
債
ノ
元
金
憤
週
一
一
克
ツ
ル
震
前
篠
J

繰
入
額
J

M

貯
毎
年

4

英
J

前
前
年
度
品
川
酔
テ
一
般
合
計
J

歳
計
上
新
品
生
シ
タ
ル
剰
億
企

a'
四
分
ノ
一
ヲ
下
ヲ
サ
ル
金
額
ヲ
一
般
官
計
ヨ
リ
圃
債
整
理
基
金
特
別

脅
計
=
鵠
入
ル
へ
U
V

前
項
ノ
剰
偽
金
J

計
算
ニ
付
テ
円
之
ヲ
生
シ
タ
ル
年
度
ヨ

9
翌
年
度
=

繰
越
シ
タ
ル
歳
出
現
算
J

財
源
二
見
ツ
ヘ
キ
額
ヲ
算
人
セ
サ
ル
屯
ノ
ト

ス

第
四
時
第
一
項
ヲ
左
ノ
如
タ
改
ム

闘
情
整
理
基
金
川
闘
債
ヲ
以
テ
停
有
b
v
R

ハ
大
穣
省
預
金
部
エ
預
入
レ

之
ヲ
誕
周
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

附

則

本
法
ρ

昭
和
二
年
鹿
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

(
事
問
)

明
治
三
十
九
年
一
-
一
周
ニ
法
律
第
六
税
同
債
整
理
基
金
特
別
合
計
法
抄

日
公
布

録
第
四
傑
第
一
項

園
側
盤
瑚
基
金
ハ
金
胡
地
金
及
有
叫
寵
券
ヲ
以
ユ
ア
之
ヲ
保
有
シ
葺
J

他
有
刺
且
踊
寅
ナ
ル
方
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
運
用
九
ル
ヨ
ト
ヲ
得

第
二
十
五
血
管

一
回
入

第
-
一
揖

四
八

不
良
住
宅
地
区
改
良
法

法
脅
第
十
岡
崎
郡
(
昭
和
二
年
三
月
エ
十
丸
日
)

第
一
様
品
共
闘
檀
ρ
不
良
住
宅
密
集

ν
描
阜
、
風
組
、
保
安
倖
昌
闘
uv

有
害
又
h

危
険
J

虞
ア
ル
一
園
地
墨
付
事
法
-
依
リ
改
良
事
業
ヲ
行
7

2

1
ヲ
得

会
共
闘
棋
前
項
J

規
定
-
-
依
咽
，
改
良
事
業
ヲ
行
ハ
シ
ト
λ

ル
ト
キ
ρ

主

務
大
臣
-
-
申
請
シ
テ
地
砥
ノ
指
定
ヲ
曇
タ
4
ν

第
二
時
一
主
務
大
臣
特
別
F
島
県
ア
リ
ト
回
ム
ル
ト
キ
円
前
峰
ノ
申
請
-
一

依
ラ
ズ
bv

テ
地
匝
J

揖
定
ヲ
鵠
hv
共
ノ
地
甑
ノ
嵐
ス
ル
公
共
闘
峰
三
樹

シ
本
法
z
依
ル
改
良
事
誕
ノ
施
行
ヲ
命
ズ
ル
ヨ
ト
ヲ
得

第
三
幅
主
務
大
臣
恥
ニ
篠
ノ
規
定
z
依

p
地
区
ノ
指
定
ヲ
銘
レ
タ
ル
ト

キ
円
左
J

事
項
ヲ
会
告
丸
ベ
シ

一

地

凶
J

麗
域

ニ
政
且
事
業
施
行
者

第
四
蝿
前
保
ノ
公
骨
ア

p
タ
ル
ト
キ
ハ
事
業
施
行
者
ハ
-
年
以
内
昌
政

良
事
業
方
法
ヲ
定
メ
主
務
大
臣

z
E
可
ノ
申
請
ヲ
錨
λ
4
ν

前
項
ノ
認
可
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
事
業
施
行
者
ρ

三
月
以
内
品
事
業
昌
着

手
ス
ペ
シ

事
誕
施
行
者
第
一
項
昌
規
定
ス
ル
期
間
内
昌
改
良
事
業
方
法

J
E可
申

請
ヲ
錦
サ
ズ
瓦
山
第
二
項
Z

規
定
元
ル
期
間
内
品
事
業
=
若
手
セ
ザ
ル

ト
キ
ハ
主
務
大
臣
川
地
直
ノ
指
定
ヲ
車
問
ス
ヨ
ト
ヲ
得

第
五
倍
事
業
施
行
者
ρ
地
匝
内
居
住
者
ヲ
二
時
耽
容
ス
ル

a
必
要
ナ
ル

設
備
ヲ
鹿
タ

4
v

-

a 
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特
別
ノ
事
情
ア
ル
ト
キ
ハ
事
業
脇
行
者
ハ
主
務
大
臣
ノ
盟
呼
ヲ
受
ケ
前
一
政
臭
事
業
施
行
ノ
盛
牧
用
セ
ラ
レ
タ
ル
土
地
ノ
全
部
叉
ハ
一
部
7

項

ノ

段

備

ヲ

設

ケ

ザ

ル

コ

ト

ヲ

符

其

ノ

土

地

肱

用

ノ

際

所

有

シ

ダ

ル

者

又

ハ

共

ノ

相

誠

人

第
六
路
事
業
施
行
者
ハ
地
価
内
一
-
於
ケ
ル
土
地
ノ
甑
副
形
質
ノ
担
臣
、
一
二
改
良
事
業
施
行
ノ
鑓
牧
用
セ
ラ
レ
タ
ル
土
地
=
闘
シ
其
ノ
土
地
収

道
路
下
水
ノ
施
設
、
地
上
物
刊
ノ
除
去
共
ノ
他
地
匝
改
良
ノ
舘
品
川
世
ナ
一
周
ノ
際
拙
利
ヲ
有
シ
タ
ル
者
(
揖
保
措
者
ヲ
陪
ク
)
又
ハ
其
ノ
相
続
人

ル

事

業

ヲ

荷

ア

ベ

シ

一

三

改

良

事

業

施

行

ノ

錫

牧

用

セ

ν
ラ
グ
ル
土
地
ノ
よ
z
存
シ
タ
ル
建

第
七
路
事
業
施
行
者
ハ
地
直
内
居
住
者
ノ
居
住
一
一
充
ヅ
4

キ
住
宅
ヲ
其
一
物
ヲ
其
ノ
土
地
牧
用
ノ
際
所
有
シ
タ
ル
者

ノ
地
町
田
内
z
建
設
λ

イ
シ
但
シ
特
別
ノ
事
情
ア
ル
場
合
z
於
テ
主
務
大
↑
前
項
=
掲
グ
ル
者
一
人
ナ
ル
ト
キ
ハ
随
意
契
約
二
隅
リ
貰
却
ス
ル
ヨ
ト

庇
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
グ
ル
ト
キ
ρ

地
岡
井
ι
之
ヲ
建
設
ス
ル

7
F
ヲ

得

一

ヲ

符

前
現
住
宅
ノ
殿
山
地
一
陣
ノ
指
定
ア
り
タ
ル
ト
キ
現
一
一
其
ノ
地
匝
内
品
川
崎
一
前
二
項
ノ
規
定

-a'葺
却
λ

ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
土
地
ノ
斑
却
一
一
什
テ

住
ス
ル
者
ノ
世
帯
蜘
ヲ
下
ル
ヨ
ト
ヲ
僻
ズ
但
シ
特
別
ノ
事
情
ア
ル
場
合
一

ρ

一
般
ノ
鼠
争
入
札
一
一
依
ル
ペ

hv

都
八
傑
改
自
民
事
業
ヲ
施
行
シ
タ
ル
公
共
同
開
世
ハ
前
除
ノ
規
定
=
怯
リ
恵
一
ル
ト
キ
ハ
事
業
施
行
者
ハ
地
匝
附
近
ノ
土
地
又
ハ
建
物
其
ノ
他
J

工
作

設
ジ
ダ
ル
住
宅
ノ
笹
川
方
法
ヲ
定
メ
監
督
官
凪
ノ
臨
可
ヲ
長
ク
イ
シ
一
物
ヲ
使
用
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
得

第
九
俗
図
庫
三
脚
令
ノ
定
ム
ル
所
-
依
り
事
業
施
行
者
一
一
劃
シ
其
ノ
事
一
前
項
ノ
規
定
品
位
リ
使
用
九
ル
土
地

Z
A
建
物
持
ノ
他
ノ
工
作
物
内
主

業
ノ
施
行
ノ
盛
支
出
ス
ル
縦
貨
ノ
二
分
ノ
一
一
叫
内
ヲ
補
助
λ

一
務
大
阻
決
定
シ
之
ヲ
公
告
ス
ペ
シ

鎖
中
a

保
本
怯
司
一
依
ル
改
良
事
業
施
行
ノ
鎚
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
事
業
施
行
一
第
十
四
臨
本
法
一
一
依
ル
改
良
事
業
施
行
ノ
属
必
要
ア
リ
ト
龍
ム
ル
ト
キ

者
ハ
地
区
内
ノ
土
地
主
ハ
建
物
持
ノ
他
ノ
工
作
物
ヲ
杭
用
又
円
値
用
ス
一
ハ
行
政
鴎
ρ

地
艦
内
ノ
建
物
共
ノ
他
ノ
工
作
物
ノ
所
事
者
ユ
劃
シ
共
ノ

ル

コ

ト

ヲ

得

一

移

輔

7
A
W
ジ
又
ハ
其
ノ
占
有
者
=
劃
シ
立
退
ヲ
命
ズ
ル
ヨ
ト
ヲ
符

節
十
一
保
前
焼
ノ
却
定
Z

依
リ
牧
周
シ
タ
ル
土
地
a

シ
テ
改
良
事
業
ト
一
行
政
執
行
法
第
一
五
線

A
第
六
晶
ノ
規
定
魁
昌
之
品
基
キ
テ
盗

Z
命
令

テ
行
フ
建
物
ノ
建
能
及
公
共
ノ
川
-
一
僻
セ
ザ
ル
モ
ノ
ハ
第
六
除
ノ
車
山
行
政
臨
ガ
前
羽
ノ
規
定
品
位
ル
命
令
ヲ
強
制
ス
ル
場
合
=
之
掃
車
用

品

端

ノ

完

了

後

之

ヲ

貰

却

ス

ヰ

シ

九

前
項
ノ
拝
業
ノ
完
了
ハ
主
務
大
厄
ノ
一
認
定
ヲ
是
タ
4

シ

第

十

E
蹄

革

十

時

又
ρ

第
十
一
品
蜂
第
一
項
ノ
規
定
=
依
ル
肱
川
文
二
世

第
十
二
鵡
前
路
ノ
規
定
二
賦
ル
土
地
ノ
藍
却
山
左
三
硝
グ
ル
者
Z

謝
シ
周
一
一
一
醐
シ
テ
円
本
法
一
一
別
段
F

定
ア
ル
場
合
ヲ
陪
ル
グ
ノ
外
企
地
肱
用
法

勅
令
ノ
定
ム
ル
所
=
依
り
競
智
入
札
一
一
依

p
之
ヲ
行
7

4

V

ヲ
適
用
ス

法

.. 

第
二
+
五
巻

闘

九

第

鶴

一
四
九

、
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法

令・

前
項
，
規
定
二
世
ル
土
地
杭
用
法
ノ
適
用
品
付
テ
戸
建
物
其
ノ
他
ノ
工

作
物
ハ
之
ヲ
土
地
ト
看
倣
ス

第
十
六
傑
第
十
臨
又
ハ
第
十
三
錨
第
二
冊
ノ
規
定
三
偶
ル
牧
用
互
ρ
使

用
-
-
付
テ
ハ
第
一
橋
第
二
項
若
ハ
第
二
候
ノ
規
定
畠
依
ル
主
務
大
臣
ノ

地
匝
指
定
又
ρ
第
十
一
一
一
保
協
ニ
項
ノ
規
定
ユ
悼
ル
主
務
大
臣
ノ
決
定
ヲ

以
テ
土
地
収
用
法
第
十
二
傑
ノ
規
止
毒
蛇
ル
事
業
ノ
回
定
、
第
=
一
備
又

戸
第
十
三
僚
第
一
-
羽
ノ
規
定
三
偶
L
P

公
告
ヲ
且
テ
土
地
牧
用
法
第
十
回

路
J

規
定
品
位
h
H
A

珂
告
ト
看
倣
ス

第
十
七
保
第
十
四
保
ノ
規
定
=
依
9
移
棉
来
ハ
立
退
ヲ
命
ぜ
ヲ
レ
タ
ル

者
其
ノ
移
醐
押
U
A

ハ
立
退
孟
悶
り
損
害
ヲ
曇
ケ
居
ル
ト
キ
ハ
事
業
施
行
者

ρ
共
J

祖
常
長
ク
ベ
キ
損
害
=
眼
目
ツ
之
ヲ
補
償
ス
イ
シ

前
項
ノ
規
定
=
位
ル
柿
償
金
ρ
牧
用
審
査
曾
之
ヲ
挫
定
ス

第
十
λ
怯
第
十
四
保
ノ
規
定
昌
依
9
行
政
醜
ノ
鋳
シ
タ
ル
底
分
品
川
封
シ

不
服
ア
ル
者
ハ
訴
願
ヲ
提
起
シ
遣
法
品
構
剰
ヲ
悔
害
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
ス

ル
ー
キ
ρ

行
政
訴
訟
ヲ
提
起
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
得

第
十
九
保
第
十
七
傭
第
二
項
ノ
規
定
三
帆
ル
牧
用
審
査
官
ノ
決
定
一
-
封

シ
テ
不
肌
ア
ル
者
ノ
出
訴
品
川
町
テ
ハ
土
地
肱
用
法
第
凡
十
二
傑
第
一
項

及
俸
ニ
項
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス

第
二
十
傑
公
誼
法
人
ハ
主
務
大

E
J
認
可

7
aケ
本
法
-
一
依
，
政
臭
事

業
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得

本
法
円
第
二
臨
ノ
規
定
ヲ
酷
ク
J

M

円
前
項
ノ
思
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
法
人
-

之
ヲ
適
用
ス
但
ジ
第
一
四
時
及
第
λ
能
J

規
定
ノ
適
用
昌
付
テ
《
同
保
中

公
共
闘
値
L
F

ア
ル
ρ

前
項
ノ
認
可
ヲ
畏
ケ
タ
ル
法
人
ト
ス

附

剛

第
ニ
十
五
巻

一
五

O

第
一
揖

一一且

O

本
法
施
行
ノ
期
日
ρ
勤
令
ヲ
且
テ
之
ヲ
定
ム

A
参
照
)

明
抽
三
十
三
年
間
程
法
律
第
凡
十
四
続
行
政
執
行
法
草

第
五
陣
営
骸
行
政
官
鴎
ハ
法
令
又
ρ
法
令
Z

基
ツ
キ
テ
盛
ス
蕗
分
=

依
リ
命
シ
タ
ル
行
錦
又
ρ
不
行
鋳
ヲ
強
制
九
ル
鵠
左
ノ
晶
画
分
ヲ
偶
ス

コ
ト
ヲ
得

-
白
ラ
義
務
者
ノ
鵠
司
二
キ
行
錯
ヲ
鵠
シ
又
ハ
第
三
者
ヲ

V
テ
之

ヲ
偽
サ
レ
メ
其
ノ
費
用
ヲ
義
務
者
ヨ
リ
徴
収
メ
ル
ヨ
ト

ニ
強
制
帆
九
へ
キ
行
錫
一
一
シ
テ
他
人
ノ
偶
ス
ヨ
ト
前
川
サ
ル
モ
ノ
ナ

ル
ト
キ
又
ρ
不
行
錦
ヲ
強
制
ス
《
キ
ト
キ
ρ
命
令
ノ
規
定
一
-
依

り
二
十
五
岡
以
下
ノ
過
料
品
蕗
ス
ル
ヨ
ト

前
項
ノ
底
分
ρ

時
且
メ
抗
告
ス
ル
エ
持
A
Y

レ
ハ
之
ヲ
錨
ス
ヨ
ト
ヲ
得
丸

但
シ
急
迫
ノ
事
情
ア
ル
場
合
=
於
テ
第
一
一
世
ノ
蕗
分
ヲ
錦
ス
ケ
臨
J

陣
品
在
ヲ
ス

行
政
官
腐
ρ
第
二
揖
ノ
底
分
=
依
リ
行
錫
叉
ハ
不
行
錯
ヲ
強
制
ス
ル

コ
ト
槌
山
ス
ト
臨
ム
ル
ト
キ
又
ρ

愈
迫
ノ
事
情
ア
ル
場
骨
畠
非
サ
レ

列
車
接
強
制
ヲ
錦
ス
ヨ
ト
ヲ
得
ス

第
六
憐
第
三
峰
及
第
一
企
臨
ノ
費
用
及
第
五
臨
ノ
過
料
ρ
園
枕
徴
肱
法

ノ
規
定
三
世
リ
之
ヲ
徴
収
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
得

行
政
官
臨
ハ
前
項
ノ
徴
壮
金
=
付
岡
積
昆
也
前
キ
先
曜
特
措
ヲ
有
ス

第
一
頃
ノ
費
用
及
過
料
=
闘
ス
ル
踊
替
支
師
、
牧
入
ノ
所
属
其
J

他

品
聾
ナ
ル
事
項
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

明
治
三
十
呈
年
一
戸
制
↑
抑
止
律
事
二
十
九
暁
土
地
位
里
山
地
仏
師

第
十
二
幅
土
地
ヲ
敏
周
又
ρ

世
周
ス
ル
ヨ
ur
ヲ
得
ル
事
業
ハ
内
閣
之

' 
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ヲ
認
定
ス
但
シ
寧
梅
4

闘
ス
ル
事
業
ハ
此
ノ
限
a
在
ラ
λ

第
十
四
保
内
闘
カ
総
定
ヲ
錫
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
超
議
者

A
事
業
ノ
積
額

弛
起
業
地
ヲ
公
告
ス
へ
シ

第
λ
十
二
飾
第
一
項
及
第
二
項

収
用
審
査
曾
ノ
裁
決
中
鮒
償
金
嗣
ノ
決
定
=
樹
シ
テ
弔
胤
ア
ル
者
ρ

遁
常
裁
剣
所
=
自
訴
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
得
但
シ
義
決
寄
謄
本
J

突
付
ヲ
受

ケ
タ
ル
日
ヨ
り
=
一
筒
月
ヲ
髄
過
シ
タ
ル
ト
キ
山
血
ノ
阻
=
在
ラ
九

前
羽
ノ
解
訟
ハ
牧
用
審
査
官
回
一
劃
hv

テ
之
ヲ
提
起
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
得
ス

土
地
賃
貸
債
格
調
査
委
員
曾
法

法
律
第
十
六
強
(
昭
和
二
年
三
月
二
十
九
日
)

第
一
能
土
地
賃
貸
個
格
闘
査
法
第
四
蝿
ノ
規
定
=
依
リ
同
法
第
三
保
ノ

匝
城
A
標
軸
中
貨
貸
価
格
ヲ
定
ム
ル
錦
揖
務
署
長
ハ
共
ノ
調
査
書
ヲ
作
成

シ
之
ヲ
賃
貸
情
格
調
査
香
員
曾
昌
挺
出
ス
へ
シ

第
二
傑
各
税
務
署
所
轄
内
a
賃
貸
倒
格
調
査
委
員
合
ヲ
置
タ
但
h
y

精
務

署
所
轄
肉
?
在
ル
市
一
-
付
テ
ハ
命
令
ヲ
以
テ
特
昌
賃
貸
個
格
調
査
委
員

官
ヲ
置
タ
コ
ト
ヲ
得

第
三
偽
賃
貸
倒
格
調
査
委
員
舎
内
之
ヲ
置
タ
へ
キ
匝
峨
内
ノ
各
市
町
村

ユ
於
テ
地
租
帥
稔
義
務
者
ノ
選
最
シ
タ
ル
副
査
委
員
ヲ
以
テ
之
ヲ
組
線

九各
市
町
村
品
於
テ
越
事
ス
ヘ
キ
醐
査
委
員
ノ
動
丹
市
品
在
リ
ア
ハ
十

人
、
町
村
品
在
9
テ
ハ
一
人
ト
λ

但
uv

市
町
村
ノ
情
況
旦
依
り
命
令
ヲ

以
ZT
之
ヲ
靖
滅
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
得

法

令

第
四
飾
選
出
革
期
目
前
十
宜
日
ノ
現
在
一
一
於
テ
地
租
名
管
帳
ユ
納
税
義
務

者
ト
シ
ア
抱
強
セ
ラ
レ
タ
ル
個
人
(
地
租
篠
例
第
十
三
陸
J
h
w
一
ノ
規
定

品
依
り
地
租
ヲ
徴
収
セ
ラ
レ
ザ
ル
者
ヲ
合
ム
)

h

官
時
岡
市
町
村
内
品
於

テ
闘
空
白
員
ヲ
選
出
車
シ
又
ρ

開
査
委
員
晶
越
削
革
セ
ラ
ル
ル
ヨ
ト
ヲ
得
恒

uv

左
ノ
各
観
ノ
一
一
一
骸
首
ス
ル
者
ρ

此
ノ
限
一
一
在
ヲ
ス

一
鵠
龍
力
者

二
破
産
者
=
シ
テ
復
措
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ

三
図
桔
滞
納
慮
分
ヲ
長
ケ
タ
ル
後
一
年
ヲ
紐
A
V

ル
者

四
六
年
以
上
ノ
懲
役
若
山
禁
醐
ノ
刑
=
畠
セ
ラ
レ
又
ρ
葡
刑
訟
ノ
重

揮
ノ
刑
】
島
セ
ヲ
レ
タ
ル
者

E

六
年
末
硝
ノ
懲
役
又
円
禁
制
ノ
刑
一
一
盛
セ
ヲ
レ
タ
ル
者
昌
シ
テ
比

ノ
刑
ノ
執
行
ヲ
静
リ
又
ρ

執
行
ヲ
提
タ
ル
コ
ト
ナ
キ

a
至
ル
詰
ノ
モ

ノ

法
人
昌
シ
テ
地
租
ノ
納
税
義
務
a
p

有
九
ル
者
ハ
前
調
ノ
規
定
品
単
シ
調

査
番
目
ヲ
越
事
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
趣
向
車
=
闘
九
ル
代

表
有
ヲ
定
メ
官
践
市
町
村
長
一
一
申
告
ス
ヘ
シ

第
一
項
但
書
帯
親
ノ
一
一
一
該
首
ス
ル
者
ハ
前
項
ノ
規
定
-
-
依
ル
怯
人
ノ

代
表
者
タ
ル
コ
ト
ヲ
特
ス

第
五
僑
投
謀
及
闘
困
吉
岡
ス
ル
事
務
ρ

市
町
村
長
之
ヲ
描
任
シ
其
ノ
他

ノ
選
卑
品
闘
ス
ル
事
批
圏
内
軸
務
署
長
之
ヲ
靖
任
ス

第
六
臨
輯
務
署
長
円
嗣
査
委
員
ノ
選
事
訓
日
7
定
メ
之
ヲ
市
町
村
長
=

遁
知
ス
ヘ
シ

市
町
村
長
前
項
ノ
趨
知
フ
受
ケ
ダ
ル
ト
キ

ρ
9
タ
ト
号
越
邸
中
期
日
七
日

前

a
之
ヲ
公
示
λ

ヘ
シ

第
ニ
十
宜
容

車

集

量目

E 
} 
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法

骨

前
項
ノ
公
示
畠
ρ

投
謀
及
闘
謀
ノ
日
時
及
場
所
ヲ
胞
載
ス
へ
シ

第
七
輪
開
査
委
員
ノ
選
曲
帯
ρ

無
胞
名
投
票
ヲ
臥
テ
之
ヲ
行
ア

投
票
ρ

一
人
一
一
晶
a
限
ル

選
師
事
人
ρ

還
準
J

常
日
投
嬬
時
間
内
品
自
ヲ
投
謀
所
一
-
至
明
被
選
場
人

一
人
ノ
氏
名
ヲ
投
謀
用
紙
品
開
載
シ
テ
投
票
ス
へ
シ

投
曝
用
紙
ρ
遵
奉
ノ
昔
日
投
難
所
品
於
テ
之
ヲ
混
事
人
品
交
付
見
へ

シ

第
λ
飾
市
町
村
長
ハ
常
核
市
町
村
内
品
於
テ
選
刑
事
費
持
ヲ
有
丸
ル
者
ノ

内
ヨ
リ
二
人
ノ
立
曾
人
ヲ
越
任
シ
投
票
及
開
謀
a
立
舎
ハ

V
ム
へ

V

立
曾
入
品
川
命
令
ノ
定
ム
ル
所
一
二
世
"
手
常
ヲ
支
給
丸

第
九
鱗
技
謀
ノ
技
力
ハ
立
曾
人
J

意
見
ヲ
聴
キ
市
町
村
長
之
ヲ
決
定
ス

ヘ
シ

第
十
保
市
町
村
長
ハ
投
栗
ヲ
調
査
シ
宜
Z

左
ノ
事
項
ヲ
柚
務
署
長
品
温

知
ス
へ
U
V

一
投
謀
人
民
品
投
票
ノ
置
蛇
有
数
技
諜
及
舗
数
技
諜
ノ
政

三
、
投
某
ヲ
無
投
ト
決
定
シ
タ
ル
事
由

三
被
謡
場
人
J

住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
其
ノ
得
泉
揖

第
十
一
保
積
務
磐
長
前
蹄
ノ
油
知
ヲ
受
ケ
ダ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
調
査
シ
首

選
人
ヲ
決
定
丸
内
シ

第
十
ニ
像
技
輔
ノ
多
艦
ヲ
得
タ
ル
者
ヲ
以
テ
官
選
人
ト
ス
得
票
動
向

ν

キ
ト
キ
円
年
齢
多
キ
者
ヲ
取
り
年
齢
宅
亦
同
シ
キ
ト
キ
ρ

和
措
署
長
抽

笛
シ
テ
之
ヲ
定
ム

第
十
三
俸
枕
務
署
長
官
選
人
ヲ
決
定
シ
ダ
ル
ト
キ
寸
其
ノ
氏
名
ヲ
晶
示

シ
且
之
ヲ
首
選
人
及
市
町
村
長
三
週
知
ス
へ
シ

が

II 

府
軍
ニ
十
宜
容

軍

畠
竺
一
揖

五

市
町
村
長
前
項
ノ
謡
知
ヲ
提
ケ
タ
ル
ト
キ
え
首
選
人
ノ
氏
名
ヲ
公
示
ス

内
シ

第
十
四
傍
悶
査
昏
員
品
首
選
シ
タ
ル
者
ρ

正
鵠
ノ
事
由
ナ
ク
シ
ア
之
ヲ

僻
λ

ル
ヨ
ト
ヲ
得
λ

第
十
E
俗
調
費
昏
員
第
四
揖
第
一
環
但
帯
各
貌
ノ
て
一
邑
該
営
為
ル
エ
圭

リ
タ
ル
ト
キ
川
其
ノ
職
ヲ
長
フ

第
十
六
飾
闘
査
委
員
品
目
駅
員
ヲ
生
シ
ダ
ル
ト
キ
ρ

常
選
人
ト
ナ
ラ
サ
り

シ
者
ノ
内
御
園
措
置
多
キ
者
ヨ
リ
胴
衣
之
ヲ
補
充
ス
共
ノ
得
謀
駐
同
シ
キ

ト
キ
ハ
第
十
三
保
J

規
定
ヲ
帯
用
ス

第
十
三
侮
ノ
規
定
ハ
前
項
J

場
合
昌
之
ヲ
準
用
ス

第
十
b
飾
開
査
香
貝
ノ
選
皐
一
一
於
テ
常
越
人
J

劃
カ
定
監
品
通
セ
サ
ル

ト
キ
又
ρ

腕
査
委
員
一
ニ
賦
員
ヲ
止

ν前
揖
ノ
規
定
晶
依
リ
補
充
ス
へ
キ

者
ナ
キ
ト
キ
』
柿
怯
越
蕗
・
7
行
ア
但
シ
賃
貸
個
格
制
査
委
員
合
開
官
後

依
員
ヲ
生
シ
n
p

ル
場
合
ユ
一
世
テ
ρ

之
ヲ
行
《
サ
ル
ヨ
ト
ヲ
得

第
十
八
焼
賃
貸
倒
格
闘
査
委
員
合
ρ
世
帯
署
長
ノ
掴
知
立
回
リ
之
ヲ
開

ク
其
ノ
開
官
日
量
円
五
十
日
以
内
ト
シ
地
方
ノ
情
況
=
位
り
命
令
ヲ
以

テ
之
ヲ
定
ム

第
十
九
傍
賃
貸
債
格
開
査
審
員
合
ρ
開
曾
ノ
始
エ
於
テ
調
査
署
員
中
ヨ

リ
合
長
ヲ
選
挙
ス
へ
シ

合
長
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
出
席
シ
タ
ル
調
査
委
員
中
ノ
年
齢
事
キ
者
曾
長

ノ
職
務
ヲ
代
理
ス

第
三
十
餓
賃
貸
倒
格
調
査
委
員
官
ハ
定
員
ノ
過
半
町
三
百
ル
委
員
出
席

ス
ル
ヱ
舟
サ

ν
ハ
世
議
九
ル
=
ト
ヲ
骨
ス

議
事
円
出
席
員
ノ
多
殿
ヲ
以
テ
之
ヲ
快
ス
可
否
同
政
ナ
ル
ト
キ
川
哲
長

a 
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a'
決
ス
ル
問
問
一
二
世
ル

停
二
十
一
能
賃
貸
個
絡
調
査
蚕
貝
曾
ノ
決
議
ρ

曾
長
之
ヲ
積
務
署
長
一
-

掴
知
ス
へ
シ

第
二
十
二
臨
昭
和
二
年
十
一
月
二
十
日
迄
=
賃
貸
倒
格
調
査
委
貝
曾
成

立
セ
サ
ル
ト
キ
ρ
輪
務
署
長
Z

品
目
テ
土
地
賃
貸
倒
絡
調
査
訟
第
三
保
J

E
峨
及
楳
瞳
賃
貸
伺
椅
ヲ
定
ム

賃
貸
債
格
闘
査
委
員
曾
閲
曾

J
H
ヨ
p
第
十
八
篠
ノ
期
間
内
又
ハ
昭
和

二
年
十
一
周
一
一
十
日
迄
品
目
院
議
棒
了
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
粧
務
署
長
=
於
T

土
地
賃
貸
倒
格
闘
査
法
第
百
一
候
J

巨
峰

A
標
準
賃
貸
倒
格
ヲ
定
ム

第
二
十
三
鵠
積
務
署
長
山
賃
貸
倒
格
調
査
費
貝
曾
ノ
決
議
ヲ
不
官
ト
臨

ム
ル
ト
キ
ハ
十
日
以
内
ノ
期
間
ヲ
定
メ
再
議
一
一
付
ス
仰
其
ノ
決
議
ヲ
平

常
ト
寵
ム
ル
ト
キ
又
ρ

再
議
期
間
内
Z

決
議
酔
了
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
稀
務

署
長
=
於
テ
土
地
賃
貸
倒
絡
調
査
法
第
三
傑
ノ
函
域
及
棋
準
賃
貸
倒
椅

ヲ
定
品

第
二
十
四
時
晴
務
署
長
互
ハ
其
J

代
理
官
ハ
賃
貸
慣
格
調
査
委
員
曾
-
一

出
席
シ
意
見
ヲ
陣
遮
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
縛

第
二
十
五
時
調
査
委
員
一
一

ρ

命
令
ノ
定
ム
ル
所
昌
依
り
手
首
及
旗
費
7

宝
給
ス

第
二
十
六
揖
土
地
賃
貸
倒
格
闘
査
法
第
三
篠
，
直
域
及
標
準
賃
貸
倒
格

ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ρ

枕
訪
者
H
H
ρ

之
ヲ
市
町
村
長
二
週
削
ス
ヘ
シ

市
町
村
長
前
耳
ノ
趣
知
ヲ
垂
ケ
タ
ル
ト
キ
内
二
十
日
間
闘
係
者
ノ
縦
覧

晶
倒
見
「

V

縦
覧
期
間
ρ

掠
メ
之
ヲ
品
示
ス
へ
シ

第
二
十
七
踊
自
己
ノ
納
秘
義
務
ヲ
有
丸
ル
土
地
=
適
用
セ
ラ
ル
『
キ
棋

準
賃
貸
倒
持
=
闘
シ
テ
異
議
ア
ル
者
戸
前
峰
ノ
縦
覧
期
間
満
了
ノ
日
ヨ

法

令

a 

第
二
十
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令

法

標
準
賃
貸
倒
格
ト
円
前
項
ノ
砥
域
内
Z

於
ケ
ル
標
準
ト
錦
ル
へ
キ
土

地
ユ
什
貸
主
力
会
謀
、
倍
繕
費
共
ノ
他
土
地
ノ
維
持
-
-
必
要
ナ
ル
紐

賓
ヲ
負
措
ス
ル
篠
件
ヲ
叫
テ
之
ヲ
賃
貸
見
ル
場
合
三
時
テ
貸
主
ノ
収

得
ス
ヘ
キ
企
画
開
ヲ
調
フ

第
四
隣
前
蹄
ノ
函
域
及
楳
半
寅
貸
倒
椅
ρ

別
-
二
耳
ム
ル
庇
畠
依
り
質

貸
倒
椅
闘
査
委
員
合
ノ
議
品
川
村
シ
政
府
-
一
一
於
テ
之
ヲ
定
ム

明
治
十
七
年
三
月
十
五
太
政
官
布
告
第
七
貌
地
租
飾
例
抄
録

日
昼
布

第
十
三
時
ノ
ニ
前
峰
ノ
規
定
=
依
明
地
租
ヲ
納
ム
へ
キ
者
(
法
人
ヲ

除
ク
)
ノ
住
所
地
市
町
村

A
共
隣
接
市
町
村
内
品
目
提
ケ
ル
田
畑
地
倒

ノ
合
針
金
額
其
同
居
家
族
ノ
分
ト
A

甘
算
シ
二
百
闘
未
満
ナ
ル
ト
キ
ハ

命
令
ノ
定
ム
ル
所
品
依
り
共
同
畑
ノ
地
租
ヲ
徴
収
セ
ス
但
小
作
一
【
付

V

タ
ル
岡
畑
品
川
村
テ
ハ
此
陣
z
在
ラ
ス

明
治
岡
十
四
年
四
月
七
法
律
第
六
十
人
規
市
制
抄
録

日
公
布

俸
{
ハ
傑
勅
A
V
ヲ
以
テ
指
定
見
ル
市
ノ
匝
ρ

之
ヲ
法
人
ト
九
共
ノ
財
産

及
普
鑑
物
昌
一
醐
ス
ル
事
務
其
ノ
他
法
令
一
一
依
9
甑
ユ
属
ス
ル
事
務
ヲ

島
理
ス

直
ノ
臨
置
分
合
又
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査
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ノ
規
定
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賃
貸
債
格
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査
委
員
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行
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岨
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闘
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